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色麻町デイサービスセンター指定管理者募集要項

１．指定管理者募集の趣旨

本町では、色麻町デイサービスセンターの指定管理者の指定にあたり、管

理運営について創意工夫のある提案を募集します。

２．公の施設の概要

（１）名称及び所在地

・名 称 色麻町デイサービスセンター

・所在地 色麻町四竃字杉成２７番地２

（２）設置目的

在宅の虚弱・寝たきりの高齢者等に入浴サービスなどの各種サービス

を提供し、高齢者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持向上を図る

とともに、介護している家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ること

を目的とする。

（３）施設の規模等

鉄筋コンクリート造り

保健福祉センター 3,843.0414 ㎡のうち 1,055.7791 ㎡

定員３４名

３．申請に必要な資格

指定管理者への応募者は、次の全ての要件を満たす必要があります。

（１）宮城県内に住所を有する法人その他の団体であること。ただし、株式

会社、ＮＰＯ法人及びその他の任意団体等組織の形態は問いませんが、

個人での応募はできません。

（２）次のいずれかに該当する法人等でないこと。

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定により一般競争入札への参加が制限されている法人等

②宮城県建設工事入札参加登録業者等指名停止要領または物品調達等

に係る競争入札の参加資格制限要領に基づく指名停止の措置の対象と

なっている者

③色麻町建設工事入札参加業者等指名停止要領に基づく指名停止の措

置の対象となっている者

④会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）等の規定に基づき更正または再生手続をしている

法人

⑤地方公共団体から指定管理者の指定の取り消しを受け、又は当該処

分の日から起算して２年を経過しない者
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⑥国税及び地方税並びに延滞金等を滞納している者

⑦暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力

団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなっ

た日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

（３）施設の管理運営能力を有する者であること。

（４）その他、社会通念上不適当と認める事項を有しない者であること。

※ なお、応募以後に申請に必要な資格に該当しなくなった場合は、指

定管理者の候補者となることができません。

４．申請の方法

（１）申請書類の受付期間

平成２７年１１月４日（水）から平成２７年１１月２０日（金）まで

受付時間は、月曜日から金曜日（祝日を除く）の午前９時から午後５

時までです。

申請書に不備又は不足があった場合は、書類の補正や提出を求めます

が、受付期限までにその作業を終了しなければなりませんので、期間に

余裕を持って申請してください。期限を過ぎた場合は受理しません。

（２）申請書類の提出方法

提出方法 持参又は郵送（最終日午後５時必着）

※郵送の場合には、後日到着の有無を確認してください。

提出部数 正本 １部（証明書等コピー不可）

副本 １０部（証明書等コピー可）

申請場所 色麻町保健福祉センター 保健福祉課

（３）申請書類

①指定管理指定申請書

②法人等の概要

③施設管理に関する業務実績書

④事業計画書

・管理運営方針

・運営業務・維持管理業務

・組織及び人員

・事業の実施

・その他の提案等

⑤再委託予定調書

⑥事業実施計画書

⑦事業実施予算書

⑧収支計画書

⑨申請団体の直近２カ年分の決算報告書と当年度の事業計画書

⑩申請団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
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⑪登記簿謄本の写し（法人の場合のみ）

⑫過去２年分の申請団体にかかる納税証明書及び完納証明書

・全ての市町村民税

・法人県民税

・消費税、地方消費税

※共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに上記の証明書を提出す

ること。

⑬団体役員名簿

⑭共同企業体協定書（共同企業体で申請する場合のみ）

５．選定の基準等

（１）選定方法について

指定管理者の選定に当たっては、「色麻町公の施設に係る指定管理者

選定委員会」において、事業計画、収支計画、申請者の能力等を総合的

に評価し、最も優れた申請者を指定管理者の候補者に選定します。

なお、最終的には、町議会の議決を経て、町が指定管理者を指定しま

す。

（２）選定基準等

指定管理者の候補者の選定基準は次のとおりです。

①団体としての事務遂行能力に関すること

ア 経営方針・経営状況

・経営方針・理念が公の施設の運営にふさわしいものである

か。

・既存事業の経営基盤が安定しているか。

・良好な事業実績を有しているか。

イ デイサービス事業の管理業務実績

・良好な管理業務実績を有しているか。

②事業計画に関すること

ア 運営業務・維持管理業務

・施設の設置目的を理解するとともに、業務内容を正しく理解

し、かつ適切なものとなっているか。

・施設の特性を充分に活かし、質の高いサービスの提供に寄与

しているか。

・利用者の増加に積極的に取り組んでいるか。

・具体的、現実的でありかつ創意工夫や積極性が見られるか。

・業務を確実に実施できるよう、適切な組織、人員配置を確保

しているか。

・職員の技術や能力の向上のために適切な体制を確保している

か。
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イ 効率的な管理運営（収支計画）

・効率的なものとなっているか。

・確実性があるか。

・安定的な経営が確保されているか。

ウ その他の提案

６．指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで(５年間)

７．選定結果等の通知及び公表

選定結果は、申請書類を提出した応募者に対して速やかに通知します。

また、選考の経過及び結果は、指定管理者として選定後、町ホームページ

への掲載等により公表します。

８．管理の基準

（１）関係法令の遵守

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)、介護保険法(平成９年法律第

１２３号。)、その他の関係法令、色麻町情報公開条例、色麻町個人情

報保護条例、協定書、仕様書等を遵守することとします。

（２）公平性の確保

施設の管理運営に当たっては、住民の公平な利用について確保して下

さい。

（３）個人情報の保護

指定管理者又はその管理運営する公の施設の業務に従事している者は

個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じるとともに、当該施設の

管理運営に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利

用してはなりません。

また、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され

又は従事者の職務を退いた後においても同様とします。

（４）情報公開

施設の管理運営に当たっては、管理運営に係る情報の公開に関し必要

な措置を講じることとします。

（５）サービスの向上

施設を清潔に保つとともに、利用者の安全確保とサービスの向上を図

り、利用者の増加に努めることとします。また、各種トラブル、苦情に

は、迅速かつ適切に対応することとします。

（６）環境への配慮

施設の管理運営に当たっては、電気・水道等の効率的利用、廃棄物の

発生抑制、リサイクルの推進、環境負荷の低減に資する物品等の調達な

どの環境配慮を行うこととします。
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（７）文書の管理・保存

指定管理者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、色麻町文書

取扱規程に基づいて、適正に管理・保存することとします。

９．管理運営の基本的考え方

（１）施設の設置目的に基づき、管理運営を行うこと。

（２）公の施設管理運営の責務を認識して管理運営を行うこと。

（３）利用者に対し、清潔、安全及び快適な環境を提供すること。

（４）個人情報の保護を徹底すること。

（５）効率的な施設運営を行うこと。

（６）管理運営業務に伴う経費の削減に努めること。

（７）近隣住民及び近隣事業者等と良好な関係を維持しながら管理運営を行

うこと。

（８）利用者の要望を把握し、全体の利益を考慮し、適切に管理運営業務に

反映させること。

（９）災害時の避難場所としての機能を確保できる管理運営を行うこと。

１０．人員体制

指定管理者は、業務の履行と責任体制を確保するために、必要な体制を

整備することとし、原則として施設の管理運営を統括する管理職１名と、

施設の開館時間内については、常時、案内業務等を担当する職員を１名以

上配置するものとします。

１１．指定管理者が行う業務

指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりです。

（１）センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

（２）介護保険法(平成9年法律第123号)第８条第７項に規定する通所介護事

業及び障害者デイサービスの実施に関する業務

（３）その他町長が必要と認める業務

具体的には以下の内容の業務（以下「指定管理業務」という。)を行

います。(詳細は別紙１「指定管理業務等仕様書のとおり)

①施設の運営に関する業務

②施設及び設備の維持管理に関する業務

なお、業務の執行は、指定管理者が自ら行うことを原則としますが、

部分的な業務については、町長と協議のうえ、専門の業者に委託する

ことができるものとします。

※留意事項

１．事業報告書等の提出

（１）地方自治法第２４４条の２第７項の規定に基づき、事業年度が終

了することに指定管理業務について事業報告書を提出することとし
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ます。

（２）毎年度、事業開始前の町が定める期日までに指定管理業務にかか

る事業計画書を提出することとします。

１２．指定管理者に行わせることができない業務

公の施設の利用に係る不服申し立てに対する決定、行政財産の目的外使

用許可等法令により地方公共団体の長のみが行うことができる権限は、指

定管理者に行わせることはできません。

１３．業務内容の変更

募集時に示した指定管理者が実施すべき業務について、町長が変更すべ

きと判断したときは、指定管理者との協議により業務内容の変更ができる

ものとします。この場合、必要に応じて指定管理料の算定を行うものと

し、指定管理者に損失が生じる場合はこれを支払うものとします。

１４．管理運営に関する経費

（１）指定管理料の支払い

指定管理料については、利用料金ですべてを賄うものとして原則支払

いません。

（２）指定管理料の精算

指定管理業務を確実に実施する中で、利用料金収入の増加、経費の節

減など指定管理者の経営努力により生み出された剰余金については、原

則として精算による返還を求めません。

また、利用料金収入の減少など、指定管理者の運営に起因する不足額

が生じた場合は、原則として補填は行いません。

（３）管理口座・区分経理

指定管理業務にかかる経費及び収入は法人等自体の口座とは別に専用

の口座を設け管理することとします。また、指定管理者としての業務に

かかる経費とその他の業務にかかる経費を区分して整理してください。

１５．協定の締結

指定管理者の指定の後に、町と指定管理者に指定する者との間で、施設

の管理業務の細部について協議を行い、包括的な事項を定めた基本協定を

締結します。協定の内容については次のことを予定しています。

（１）基本協定

①総則

協定の目的、指定管理者の指定の意義、公共性及び民間事業の趣旨

の尊重、信義誠実の原則、用語の定義、管理物件、指定期間

②本業務の範囲

町が行う業務の範囲、業務実施条件、業務範囲及び業務実施条件の
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変更

③本業務の実施

本業務の実施、開業準備、第三者による実施、管理施設の改修等、

緊急時の対応、情報管理

④備品等の扱い

備品等の貸与、備品等の購入等

⑤業務実施に係る町の確認事項

事業計画書、事業報告書、業務実施状況の確認と改善勧告

⑥指定管理料及び利用料金

指定管理料の支払い、指定管理料の変更、利用料金収入の取扱い、

利用料金の決定

⑦損害賠償及び不可抗力

損害賠償等、第三者への賠償、保険不可抗力発生時の対応、不可抗

力によって発生した費用等の負担、不可抗力による一部の業務実施の

免除

⑧指定期間の満了

業務の引継ぎ等、原状回復義務、備品等の扱い

⑨指定期間満了前の指定の取り消し

町による指定の取り消し、指定管理者による指定の取り消しの申し

出、不可抗力による指定の取り消し,指定期間終了時の取扱い

⑩その他

権利・義務の譲渡の禁止、事務連絡会議等の設置、本業務の範囲外

の業務、請求・通知等その他、協定の変更、解釈、疑義についての協

議

１６．質問の受付

（１）受付期間

平成２７年１０月２９日（木）～平成２７年１１月５日（木）

（２）受付方法

質問書（付属様式第２号）にご記入の上、ＦＡＸ又は電子メールで

提出してください。

なお、電話での受付は行いません。

（３）回答方法

回答は、平成２７年１１月１２日（木）までに、町ホームページで

公表します。

１７．問い合わせ先

色麻町保健福祉課（保健福祉センター内）

〒 981-4122 加美郡色麻町四竃字杉成２７番地２

TEL0229-66-1700 FAX 0229-66-1717 e-mail fukushi@town.shikama.miyagi.jp



色麻町デイサービスセンター指定管理者仕様書

１．趣旨

この仕様書は、色麻町デイサービスセンターの指定管理者が行う業務の詳細につい

て定めることを目的とする。

２．デイサービスセンターの運営に関すること

（１）運営努力

施設運営について、経費の節減に努め、効率的な運営を図ることとし、経費節減

のためにサービスの低下を招くことのないよう努力するものとする。

（２）管理運営に関する基本的な考え方

①施設設置の趣旨に則した管理運営を行うため最大の努力をすること。

②町民の福祉の増進を支援・助長する公共施設としての運営を行うこと。

③利用者の意見や要望を反映させるなど,利用者本位の運営を行うこと。

④効率的な運営を行うとともに、環境負荷の軽減と施設の保全に努め、運営費の

縮減に努めること。

⑤個人情報の保護を徹底すること。

⑥災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。

３．施設運営及び管理業務に関すること

（１）施設の管理については、善良な管理者の注意義務を持って行うものとする。

（２）運営にかかる費用は、指定管理者が負担するものとする。

（３）町と指定管理者の責任分担は、別表リスク分担表のとおりとします。

４．その他

（１）備品台帳の整備と所在確認をすること。

（２）施設設備の大規模な修繕及び改修についての提案をすること。

（３）町への各種報告書類を含め、必要な統計基礎資料の作成をすること。

（４）要項及び仕様書に記載のない事項は、指定管理者決定後、協議の上決定する。



リスク分担表

町
指　定
管理者

金利、物価変動 物価、金利変動に伴う経費の増 ○

法令、税制等の変更
指定管理者が行う管理業務に多大な影響を及ぼす法令、税制等
の変更

一般的な法令、税制等の変更 ○

許認可の取得 管理業務の遂行に必要な許認可取得 ○

町の単独申請に関わる許認可取得 ○

労務災害 業務従事者の労務災害等 ○

再委託による損害
管理業務の一部を再委託された第三者の責めに帰すべき事由に
より生じた損害

○

不可抗力に伴う業務の変更または業務履行不能

不可抗力に伴う施設・設備・備品等の修復に係るもの ○

施設・設備の改修（現状
変更）

施設の安全上必要とされる改修 ○

サービス向上のための改修 ○

施設・設備の修繕 １件につき２０万円以上のもの

管理上の瑕疵によるもの ○

上記以外のもの（２０万円未満） ○

債務不履行 町の協定内容不履行 ○

指定管理者による業務及び協定内容の不履行 ○

第三者への損害賠償（情
報漏洩によるものも含
む）

管理業務上の瑕疵による損害 ○

施設の構造上の瑕疵による損害 ○

需要変動 不可抗力による利用者の急激な減少

上記以外の理由による利用者の減少 ○

行政的理由による事業変
更

行政的事由から施設管理、運営業務の継続に支障が生じたもの ○

火災保険への加入 ○

独自事業の実施 独自事業実施に伴い発生が想定されるリスク ○

準備行為
管理業務の遂行に必要な人員の確保及び訓練・研修等の実施、
資金確保、その他の準備行為

○

業務開始の遅延 町の責めに帰すべき遅延によるもの ○

指定管理者の責めに帰すべき遅延によるもの ○

指定期間終了時または指
定の取消し時の扱い

指定期間の終了または指定の取消しに伴う管理物件の原状回復
（町の承認を得て改修等を実施したものを除く）に伴うもの

○

指定期間の終了または指定の取消しに伴う業務引継ぎ ○

協議

不可抗力（暴風、豪雨、
洪水、地震、火災、騒
乱、暴動その他の町また
は指定管理者のいずれの
責めにも帰すことができ
ない自然的または人為的
な現象）

分担区分
内　　　　　　　容

協議

協議

協議

別紙３ リスク分担表.xls



様式第１号（第２条関係） 

年 月 日  

色麻町長様 

法人等の所在地 

申請者 法人等の名称 

代表者氏名 印 

電話番号 

指定管理者指定申請書 

 色麻町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条の規定によ

り、 次の公の施設について指定管理者の指定を受けたいので申請します。 

記 

 １ 公の施設の名称 

 ２ 添付書類 

    (1)管理の業務に関する事業計画書 

    (2)管理の業務に関する収支計画書 

   (3)法人等の定款若しくは寄付行為の写し又はこれらに準ずるもの 

   (4)法人等にあっては当該法人の登記事項証明書 

   (5)法人等の経営状況を説明する書類 

   (6)申請に必要な資格を有していることを証する書類 

(7)国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した 

申立書  

(8)団体の役員名簿 

    (9)その他町長が必要と認める書類  



（付属様式第１号） 

申請資格に関する申立書 

平成  年  月  日 

色麻町長  様 

（申請者） 

所在地 

名 称 

代表者名           印 

色麻町デイサービスセンターの指定管理者の申請資格に関して、下記のとおり申し立てます。 

記 

当団体は、次の事項のいずれにも該当しません。 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により一般競争入札への参加が

制限されている者 

・宮城県建設工事入札参加登録業者等指名停止要領または物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要

領に基づく指名停止の措置の対象となっている者 

・色麻町建設工事入札参加業者等指名停止要領に基づく指名停止の措置の対象となっている者 

・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）等の規定に基

づき更正または再生手続をしている法人 

・地方公共団体から指定管理者の指定の取り消しを受け、又は当該処分の日から起算して２年を経過し

ない者 

・国税及び地方税並びに延滞金等を滞納している者 

・暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴力

団をいう。）またはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でな

くなった日から５年を経過しない者の統制下にある法人等 



（付属様式第２号）

質 問 書
  平成  年  月  日

色麻町保健福祉課 あて

E-mail   fukushi@town.shikama.miyagi.jp 
F A X    0229-66-1717 

（質問者）

所 在 地

法人等名

担当者名

電話番号

F A X 
E-mail 

色麻町デイサービスセンター指定管理者の募集内容等に関して以下のとおり質問します。



（ふりがな）

名　　称

代表者名

所 在 地

設立年月日

従業員数

資 本 金

主な事業内容

免許・登録
（写しを添付する）

法人等の概要
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指定期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日
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色麻町デイサービスセンターの指定管理に関する基本協定書

目次

第1章 総 則

第2章 本業務の範囲と実施条件

第3章 本業務の実施

第4章 備品等の扱い

第5章 業務実施に係る甲の確認事項

第6章 指定管理料及び利用料金

第7章 損害賠償

第8章 指定期間の満了

第9章 指定期間満了以前の指定の取り消し

第10章 そ の 他

附 則
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色麻町デイサービスセンターの指定管理に関する基本協定書

色麻町（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）とは、

色麻町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年条例第19号。

以下「指定手続条例」という。）第8条の規定に基づき、次のとおり、色麻町デイサービ

スセンター（以下「本施設」という。）の管理に係る基本協定（以下「本協定」という。）

を締結する。

第１章 総 則

（本協定の目的）

第１条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要

な事項を定めることを目的とする。

２ 乙は、色麻町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成12年条例第5号。

以下「条例」という。）、色麻町保健福祉センター管理運営規則（平成12年規則第1号。

以下「運営規則」という。）及び指定手続条例及び指定手続条例施行規則（平成17年規

則第16号。以下「手続条例施行規則」という。）に定めるほか、本協定書の定めるとこ

ろにより、指定管理業務を行わなければならない。

（管理物件）

第２条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、管理施設と管理備品

からなる。管理施設及び管理備品の内容は、別紙平面図占用部分並びに別紙１のとおり

とする。

２ 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。

（指定期間）

第３条 指定期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までとする。

第２章 本業務の範囲と実施条件

（本業務の範囲）

第４条 条例第11条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) デイサービス事業に関する業務

(2) 管理施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 管理施設の利用許可及び取り消しに関する業務

(4) 管理施設の使用に係る利用料金の徴収に関する義務

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に関して甲又は乙が必要と認める業務

（維持管理費の負担）

第５条 前条第1項第2号の規定にかかり、管理施設は色麻町保健福祉センター（以下「保

健福祉センター」という。）の一部であることから、保健福祉センターの維持管理費を、
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甲と乙がそれぞれ負担するものとする。

２ 前項に規定する負担区分は、次のとおりとする。

(1) 燃料費

(2) 光熱水費

(3) 施設設備の維持管理費

３ この条で規定する経費の負担割合は、保健福祉センターの占用面積及び使用料等の按

分により定めるものとし、別紙２のとおりとする。

４ 前項までの規定にかかわらず、災害等により発生した補修・修繕に係る経費について

は甲の負担とする。

（業務実施条件）

第６条 乙は、本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、次のとおり

とする。

(1) 施設設備等の保守点検等を行い、災害防止に十分注意しながら、常に良好な状態

に保つものとする。

(2) 施設の利用許可及び利用許可の取り消しについては、デイサービス事業に関係す

る法令及び通所介護事業所運営規程等に基づいて行うものとする。

(3) 施設の利用時間は、デイサービス事業に関係する法令及び通所介護事業所運営規

程に基づいて行うものとする。

第３章 本業務の実施

（第三者による実施）

第７条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、

または請け負わせてはならない。

２ 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行

うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損

害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加

費用とみなして、乙が負担するものとする。

（管理施設の改修等）

第８条 乙は、管理施設の改修・修繕・形状変更等の必要が生じたときは事前に甲に申し

出て、甲の書面による承認を受け、その指示通りに施行することができる。

２ 乙は、故意または過失により、損傷その他の事故が起きた場合は遅滞なく甲に通知す

るとともに甲の指示通り速やかに修復するものとする。

３ この条に規定する場合に要した費用の負担について、甲と乙の協議の上、これを定め

るものとする。

（緊急時の対応）

第９条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、

乙は速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨

を通報しなければならない。
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２ 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。

（情報管理）

第10条 乙または本業務の全部または一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得

た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、または他の

目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後にお

いても同様とする。

２ 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）及び色麻町個人

情報条例（平成17年条例第11号）の規程に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人

情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要

な措置を講じなければならない。

第４章 備品等の扱い

（甲による備品等の貸与）

第11条 甲は、別紙1に示す備品等を、無償で乙に貸与する。

２ 乙は、指定期間中、備品等を常に良好な状態に保つものとする。

３ 備品等が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、

乙との協議により、必要時応じて当該備品等を購入または調達するものとする。

４ 前項の場合において要した費用の負担については、甲と乙の協議の上、これを定める

ものとする。

５ 乙は、故意または過失により備品等を毀損滅失したときは、甲との協議により、必要

に応じて甲に対しこれを弁償または自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有する

ものを購入または調達しなければならない。

（乙による備品等の購入等）

第12条 乙は、前条に定めるもののほか、乙の任意により備品等を自己の費用で購入ま

たは調達し、本業務実施のために供することができるものとする。

２ 前項に定める備品等が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなっ

た場合、乙は、自己の費用で当該備品等を購入または調達するものとする。

第５章 業務実施に係る甲の確認事項

（業務計画書）

第13条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに業務計画書を提出し、甲の確認を得なけ

ればならない。

２ 甲及び乙は、業務計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するも

のとする。

（業務報告書）

第14条 乙は、毎年度終了後、30日以内、又は総会終了後の月末までに、本業務に関し、

次の各号に示す事項を記載した業務報告書を提出しなければならない。

(1) 本業務の実施状況に関する事項

(2) 管理施設の利用状況に関する事項
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(3) 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等

(4) その他甲が指示する事項

２ 乙は、甲が第24条ないし第25条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の

指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から起算して30日以内に当該年度の

当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。

３ 甲は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容またはそれに関連する事項につ

いて、乙に対して報告または口頭による説明を求めることができるものとする。

（甲による業務実施状況の確認と改善報告）

第15条 甲は前条により乙が提出した業務報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び

施設の管理状況の確認を行うものとする。

２ 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的とし

て、随時、管理物件への立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施

状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出

に応じなければならない。

４ 前項までの規定による確認の結果、乙による業務実施が提案書等、甲が示した条件を

満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。

５ 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。

第６章 指定管理料及び利用料金

（指定管理料の支払い）

第16条 甲は、乙が利用料金の収入をもって事業実施を行うことを原則とし、指定管理

料を支払わないものとする。

（利用料金収入の取扱い及び決定）

第17条 乙は、本施設に係る利用料金を当該乙の収入として、収受することができる。

２ 前項に規定する利用料金は、条例に規定する利用料金の範囲内において、乙が定める

ものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし、

必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。

第７章 損害賠償

（損害賠償等）

第18条 乙は、故意または過失により管理物件を損傷し、または滅失したときは、それに

よって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認

めたときは、甲は、その全部または一部を免除することができるものとする。

（第三者への賠償）

第19条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、

乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由

または甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
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２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した

場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することが

できるものとする。

（保険）

第20条 本業務の実施にあたり、甲が付保しなければならない保険は、次のとおりである。

(1) 火災保険

(2) 施設賠償責任保険

２ 本業務の実施にあたり、乙が付保しなければならない保険は、次のとおりである。

(1) 第三者賠償保険

第８章 指定期間の満了

（業務の引継ぎ等）

第21条 乙は、本協定の終了に際し、甲または甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ

等を行わなければならない。

２ 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲または甲が指定

するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出

に応じなければならない。

（原状復帰義務）

第22条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、

甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、

別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を空け渡すことができるものとする。

（備品等の扱い）

第23条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。

(1) 第11条に規定する備品については、乙は、甲または甲が指定するものに対して

引き継がなければならない。

(2) 第12条に規定する備品については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・

撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、

甲または甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。

第９章 指定期間満了以前の指定の取り消し

（甲による指定の取り消し）

第24条 甲は、手続条例第11条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、その指定を取り消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止

を命ずることができるものとする。

(1) 業務に際し不正行為があったとき

(2) 甲に対し虚偽の報告をし、または正当な理由なく報告等を拒んだとき
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(3) 乙が本協定を履行せず、またはこれらに違反したとき

(4) 自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申出があったとき

(5) その他、甲が必要と認めるとき

２ 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通

知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。

(1) 指定取り消しの理由

(2) 指定取り消しの要否

(3) 乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定

(4) その他必要な事項

３ 第１項の規定により指定を取り消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部

の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の

責めを負わない。

（乙による指定の取り消しの申出）

第25条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取り消しを申し出ることが

できるものとする。

(1) 甲が本協定内容を履行せず、またはこれらに違反したとき

(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害または損失を被ったとき

(3) その他、乙が必要と認めるとき

２ 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。

（指定期間終了時の取扱い）

第26条 第21条ないし第23条の規定は、第24条ないし第25条の規定により本協定が終了し

た場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。

第10章 そ の 他

（権利・義務の譲渡の禁止）

第27条 乙は、本協定によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させ

てはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。

（協定の変更）

第28条 甲または乙は、本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したときまたは特

別な事情が生じたときは、本協定の規定の変更を求めることができる。

２ 甲または乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。

（疑義についての協議）

第29条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたときまたは本協定に特別の定め

のない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
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本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保

有する。

平成 年 月 日

（甲）宮城県加美郡色麻町四 字北谷地４１番地

色麻町長 早 坂 利 悦

（乙）



附 則

（用語の定義）

第1条 本協定で用いる用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「指定開始日」とは、条例に定める指定期間の開始日のことをいう。

(2) 「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことを

いう。

(3) 「提案書」とは、本施設の指定管理者の申請にあたり、乙が提出した書類のこと

をいう。

(4) 「年度協定」とは、本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に毎年締結する協定の

ことをいう。

(5) 「法令」とは、すべての法律、法規、条例及び正規の手続きを経て公布された行

政機関の規定を言う。

(6) 「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として乙に支払われる施設利用料のこ

とをいう。

（解 釈）

第2条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、または説明

若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部または

一部について責任を負担するものと解釈してはならない。

10 色麻町デイサービスセンターの指定管理に関する基本協定書



色麻町デイサービスセンターの指定管理に関する基本協定書 11

別紙２

色麻町保健福祉センターの維持管理費の負担割合

施設の維持管理区分 負担割合 備 考

燃料費

重油代 ４０.８０% 面積及び使用割合按分

光熱水費

電気代 ２５.６４% 面積按分

水道代 ８０.００% 使用割合按分

委託料

警備委託料 ２７.４７% 面積按分

清掃業務委託料 ２７.４７% 面積按分

消防設備管理委託料 ２７.４７% 面積按分

自家用電気工作物保安業務委託料 ２７.４７% 面積按分

設備機器保守点検業務委託料 ２７.４７% 面積按分

色麻町保健福祉センター面積割合

保健センター 1,862.5560㎡（ 48.47％）

児童センター 924.7063㎡（ 24.06％）

デイサービスセンター 1,055.7791㎡（ 27.47％）（ 25.64％）

小 計 3,843.0414㎡（100.00％）

心身障害者地域活動ホーム 274.9292㎡

合 計 4,117.9706㎡ （100.00％）



色麻町デイサービスセンターの指定管理に関する年度協定書（案）

色麻町（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）とは、

平成 年 月 日に、色麻町デイサービスセンター（以下「本施設」という。）の

管理に関して締結した色麻町デイサービスセンターの指定管理に関する基本協定書（以下

「基本協定」という。）に基づき、本施設の管理に係る年度協定（以下「年度協定」とい

う。）を締結する。

（年度協定の目的）

第１条 年度協定は、本施設の管理業務（以下「本業務」という。）の各年度の業務内容

及び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料、並びに本施設の管理に係る経費

の負担について定めることを目的とするものである。

（平成２８年度の業務内容）

第２条 甲及び乙は、平成２８年度の業務内容は業務計画書に定めるとおりであることを

確認する。

２ 前項の業務計画は、基本協定第１３条に規定する、乙が提出し、甲の確認を得た業務

計画書をいう。

（平成２８年度の指定管理料）

第３条 基本協定書に定めるとおり、甲は、乙が利用料金の収入をもって事業実施を行う

ことを原則とし、指定管理料を支払わないものとする。

（平成２８年度の経費の負担）

第４条 甲及び乙は、平成２８年度の本施設の維持管理費について、基本協定に定めると

おり負担するものとする。

２ 乙は、甲の請求に基づき、前項に定める経費を支払うものとする。

（疑義等の決定）

第５条 年度協定に定めのない事項については、第一義的には基本協定によるものとする。

基本協定に定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。



本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保

有する。

平成 年 月 日

（甲）宮城県加美郡色麻町四 字北谷地４１番地

色麻町長 早 坂 利 悦

（乙）







色麻町デイサービスセンターの指定管理に関する年度協定書

色麻町（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）とは、

平成 年 月 日に、色麻町デイサービスセンター（以下「本施設」という。）の

管理に関して締結した色麻町デイサービスセンターの指定管理に関する基本協定書（以下

「基本協定」という。）に基づき、本施設の管理に係る年度協定（以下「年度協定」とい

う。）を締結する。

（年度協定の目的）

第１条 年度協定は、本施設の管理業務（以下「本業務」という。）の各年度の業務内容

及び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料、並びに本施設の管理に係る経費

の負担について定めることを目的とするものである。

（平成２８年度の業務内容）

第２条 甲及び乙は、平成２８年度の業務内容は業務計画書に定めるとおりであることを

確認する。

２ 前項の業務計画は、基本協定第１３条に規定する、乙が提出し、甲の確認を得た業務

計画書をいう。

（平成２８年度の指定管理料）

第３条 基本協定書に定めるとおり、甲は、乙が利用料金の収入をもって事業実施を行う

ことを原則とし、指定管理料を支払わないものとする。

（平成２８年度の経費の負担）

第４条 甲及び乙は、平成２８年度の本施設の維持管理費について、基本協定に定めると

おり負担するものとする。

２ 乙は、甲の請求に基づき、前項に定める経費を支払うものとする。

（疑義等の決定）

第５条 年度協定に定めのない事項については、第一義的には基本協定によるものとする。

基本協定に定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。



本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保

有する。

平成 年 月 日

（甲）宮城県加美郡色麻町四 字北谷地４１番地

色麻町長 早 坂 利 悦

（乙）



No. 取得年月日 品　　　名 メーカー 規　　　格 寸　　　法 数　量 単　価 金　額 備　考

1 H12.6.16 CZデスク イトウキ CZ-127CA 2 37,500 75,000 事務コーナー

2 H12.6.16 デスクコンセット イトウキ CZA-800 2 2,700 5,400

3 H12.6.16 ミーティングテーブル イトウキ DDT-15E7T 1 57,000 57,000

4 H12.6.16 C型チェアー肘掛付 イトウキ KKC-935BAT4 7 22,400 156,800

5 H12.6.16 キャビネット イトウキ HTM-109AAS 3 45,800 137,400

6 H12.6.16 ガラス両開扉型 HTM-109HVG 1 41,700 41,700

7 H12.6.16 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ取付用ｵｰﾌﾟﾝ棚型 HTM-109LHS 2 21,700 43,400

8 H12.6.16 ベース HTMA-069BA 3 4,700 14,100

9 H12.6.16 ファイルワゴン ウチダ 1-115-00362段式 1 15,600 15,600

10 H12.6.16 回転本立 LION 224-73 BS型 425×425×293 1 6,400 6,400

11 H12.6.16 ペーパーカッター ウチダ 1-113-0122 2号 335×420 1 10,500 10,500

12 H17.4.16 事務用机 1 福祉課より

563,300

デイサービスセンター備品



No. 取得年月日 品　　　名 メーカー 規　　　格 寸　　　法 数　量 単　価 金　額 備　考

1 H12.6.16 ビデオデッキ 東芝 A-S99 1 31,000 31,000 デイホールB型

2 H12.6.16 平行棒 酒井医療 SPR-3210 3500×720×680~1035 1 274,000 274,000

3 H12.6.16 歩行訓練用階段 酒井医療 SP-210 1580×975×1195~1495 1 273,000 273,000

4 H12.6.16 歩行訓練用階段 酒井医療 SP-220 1425×975×1200~1500 1 364,000 364,000

5 H12.6.16 ホワイトボード コクヨ BB-R636W1W1 1 40,000 40,000

6 H12.6.16 DVDカラオケ パナソニック DVD-K570 1 73,000 73,000

7 H12.6.16 ｽﾃﾚｵｱﾝﾌﾟｽﾋﾟｰｶｰ パナソニック DY-KS570 1 94,000 94,000

8 H12.6.16 カメラ オリンパス 115DELVXE 1 40,000 40,000

9 H12.6.16 ビデオカメラ パナソニック NV-DS200 1 159,000 159,000

10 H12.6.16 アクセサリーキット パナソニック VW-PDS20 1 18,000 18,000

11 H12.6.16 タオル干し ヤガミ 09825 TD-60 670×920×800 1 5,600 5,600

12 H12.6.16 ソファー オリバー KB-3888BAL 2 26,000 52,000 デイホールE型

13 H12.6.16 ソファー オリバー KB-3888BLC 1 45,000 45,000

14 H12.6.16 ソファー オリバー KB-3888B45CC 2 51,000 102,000

15 H12.6.16 テーブル オリバー T-151-D-L 1400×650×380 1 70,000 70,000

16 H12.6.16 本入れ LION AS-35MG 560×450×350 1 12,500 12,500

17 H12.6.16 テレビデオ 東芝 14VF1 1 34,000 34,000

18 H12.6.16 テレビ台 東芝 RL-60K 1 4,500 4,500

19 H13.12.14 コートハンガー CH-8 1 19,500 19,500

20 H22.3.8 テレビ（46型） 日立 Ｐ46-ＸＰ035 1 総合振興課より

1,711,100



No. 取得年月日 品　　　名 メーカー 規　　　格 寸　　　法 数　量 単　価 金　額 備　考

1 H12.6.16 椅子 オリバー RC-3955･NⅡA AC 525×580×805 6 26,300 157,800

2 H12.6.16 テーブル(調整付き) LION WK-1680 1600×900×700 2 66,600 133,200

3 H12.6.16 テーブル(調整付き) LION WK-1690R 1600×900×900 2 71,400 142,800

4 H12.6.16 高さ調整台 LION WK-AJ4 60×60×50 4 6,400 25,600

5 H12.6.19 キャビネット コクヨ UH-S15F1 900×450×2100 1 41,000 41,000

6 H12.6.29 茶道道具 ウチダ 350-1300 3 11,000 33,000

7 H12.6.29 華道道具 ウチダ 350-1012 3 11,000 33,000

8 H12.6.29 書道道具 ウチダ 251-0404 BN 5 8,000 40,000

9 H12.6.29 将棋セット ウチダ 350-5412 P 2 3,200 6,400

10 H12.6.29 囲碁セット ウチダ 350-5833 N 2 7,500 15,000

11 H14.4.30 ワイヤレスコール 発信器 ECE1601P
1
3

16,000 16,000

受信機 ECE1706P 3 10,000 30,000

12 H12.6.16 デジタル体重計 酒井医療 BWB-627 450×540×900 1 118,500 118,500

13 H12.6.16 車椅子用体重計 酒井医療 PWC-620N 1 148,500 148,500 ホール

14 H14.3.27 衝立 2100×1600 1 35,000 35,000

15 H12.6.16 室内ゲートボールセット 酒井医療 DLM-42 1 17,400 17,400 ホール

16 H12.6.16 ボーリングゲーム 酒井医療 DML-4532S 1 12,800 12,800 ホール

17 H12.6.16 デッキ輪投げ 酒井医療 SPR-586 1 21,800 21,800 ホール

18 H12.6.16 ベット パラマウント KA-4674 949×2126×881~65 2 95,400 190,800 ホール

19 H12.6.16 マットレス パラマウント KE133 83×191×70 2 17,400 34,800

1,253,400



No. 取得年月日 品　　　名 メーカー 規　　　格 寸　　　法 数　量 単　価 金　額 備　考

1 H13.12.21 カウンターステラ ステラ120 1 35,800 35,800 喫茶コーナー

2 H12.6.16 ウォータークーラー 東芝 RWF-18B 1 65,000 65,000

3 H12.6.16 ワゴン オリバー WG-21 59-221-21 640×420×735 1 20,000 20,000

4 H12.6.16 電気タオル蒸し器 東芝 HC-10UV 1 33,000 33,000

5 H13.1.25 加湿器 FE-14KFS 1 59,000 59,000

6 H12.6.16 食堂用テーブル ウチダ SW-3969 1600×900×700~77 8 75,400 603,200 食堂

7 H12.6.16 車椅子用テーブル オリバー MT-6710 900×600×750 1 56,000 56,000

8 H12.6.16 食堂用いす オリバー KARI K1 550×550×780 25 32,500 812,500

9 H12.6.16 カバン棚 HOUTOKU GHS-1810 GHS11S 900×600×1200 1 66,300 66,300

10 H12.6.16 カバン棚 HOUTOKU GHS-1811 GHS11M 1800×600×1200 1 159,000 159,000

1,909,800



No. 取得年月日 品　　　名 メーカー 規　　　格 寸　　　法 数　量 単　価 金　額 備　考

1 H12.6.1 特殊浴槽 酒井医療 1 9,555,000 9,555,000 浴 室

2 H12.6.1 特殊浴槽等設備費 酒井医療 1 157,500 157,500

3 H12.6.1 車いす入浴装置 酒井医療 ライナーリフト 1 2,866,500 2,866,500

4 H12.6.1 入浴用車いす 酒井医療 4 1,029,000

5 H12.6.16 エクスマット 酒井医療 SPR-5010 940×940×15 6 9,000 54,000

6 H12.6.16 シャワーチェア 酒井医療 SK-310 490×290×765 4 10,500 42,000

7 H13.5.17 シャワーチェア 酒井医療 KYR612 KI8654 3 6,300 18,900

8 H13.5.17 浴槽台 20HKI-8696 3 7,800 23,400 ディホール

9 H16.9.6 ベット(マットレス付) 1 病院より

10 H12.6.16 バスタオル干し ウチダ 549-5362 X型 810×560×735 1 7,000 7,000 浴室

11 H12.6.16 乾燥機 東芝 ED-E50H(HS) 1 55,000 55,000 脱衣所

12 H12.6.16 乾燥機用スタンド 東芝 DS-D1 1 5,800 5,800

13 H12.9.20 掛時計 防水用 1 13,500 13,500

14 H12.6.16 長いす チトセ LBE-28 1800×580×705 2 44,000 88,000

15 H12.6.16 長いす LION 1500×1500×395 1 31,700 31,700

16 H12.6.29 ごみ箱 1 6,720 6,720

13,954,020



No. 取得年月日 品　　　名 メーカー 規　　　格 寸　　　法 数　量 単　価 金　額 備　考

1 H12.6.16 ベット パラマウント KA-4684 2126×949×881 2 139,800 279,600 静養室.休養室

2 H12.6.16 マットレス パラマウント KE-763 2 21,600 43,200

3 H12.6.16 オーバーテーブル パラマウント KQ-061 3 5,100 15,300

4 H12.6.16 ペットサイドレール パラマウント KQ-19 3 4,800 14,400

5 H12.6.16 食器戸棚 ヤガミ 56104 YFH-90 900×450×170 1 172,600 172,600

6 H14.12.20 掛時計 シチズン 2 6,300 12,600

7 H13.1.31 イルリガードルスタンド KJ2597 流動食用 1 11,500 11,500

8 H12.6.29 処置.包交カート 1 103,200 103,200

9 H12.6.29 酸素吸入器 1 19,000 19,000

10 H12.6.29 人工蘇生器 1 13,500 13,500

11 H12.6.29 小型携帯用吸引器 1 31,500 31,500

12 H12.6.16 訓練用鏡 酒井医療 SPR-5120 967×456×1796 1 140,000 140,000

13 H12.6.16 ワゴン オリバー WG-21 59-221-21 640×420×735 1 20,000 20,000

14 H13.10.18 ベット(マットレス付) 2 社協より

876,400

1 H12.6.16 電気ポット 東芝 PLK-30BLC 1 12,000 12,000 休憩室.更衣室

2 H12.6.16 電気ポット 東芝 PLK-30BLC 1 12,000 12,000

3 H12.6.16 座卓 オリバー ZT-314-NⅡA 1500×800×450 1 57,500 57,500

4 H12.6.16 座卓 オリバー ZT-314-NⅡA 1500×800×450 1 26,900 26,900

5 H12.6.16 更衣用ロッカー イトーキ HDL-0941SS-WE 4人用 2 37,000 74,000

6 H12.6.16 スチールロッカー LION No.74-N 581-14 3人用 900×515×1790 1 36,000 36,000

7 H12.6.30 タイムレコーダースタンド 1 9,240 9,240

8 H12.6.16 冷蔵庫 東芝 GR-O15T 1 39,000 39,000

9 H12.6.16 一人掛いす オリバー RC-3022 ナチュラル 390×400×850 1 19,950 19,950

286,590



No. 取得年月日 品　　　名 メーカー 規　　　格 寸　　　法 数　量 単　価 金　額 備　考

1 H12.6.1 水切付一層シンク 1 161,700 161,700 厨房

2 H12.6.1 吊棚 1 22,050 22,050

3 H12.6.1 器具棚 1 72,450 72,450

4 H12.6.1 器具棚 2 64,050 128,100

5 H12.6.1 水切付一層シンク 1 145,950 145,950

6 H12.6.1 吊棚 1 22,050 22,050

7 H12.6.1 ピーラー 1 139,650 139,650

8 H12.6.1 ピーラーシンク 1 51,450 51,450

9 H12.6.1 検食用冷蔵庫 1 492,450 492,450

10 H12.6.1 冷凍冷蔵庫 1 779,100 779,100

11 H12.6.1 包丁まな板消毒保管機 1 390,600 390,600

12 H12.6.1 一層シンク 1 97,650 97,650

13 H12.6.1 台下戸棚 1 112,350 112,350

14 H12.6.1 マルチスライサー 1 87,150 87,150

15 H12.6.1 器具棚 1 72,450 72,450

16 H12.6.1 二層シンク 1 134,400 134,400

17 H12.6.1 調理台 1 136,500 136,500

18 H12.6.1 フードプロセッサー 1 92,400 92,400

19 H12.6.1 調理台 1 90,300 90,300

20 H12.6.1 上棚 1 16,800 16,800

21 H12.6.1 台付一層シンク 1 124,950 124,950

22 H12.6.1 脇台 1 32,550 32,550

23 H12.6.1 電磁調理器 2 385,875 771,750

24 H12.6.1 電磁調理器 1 892,500 892,500

25 H12.6.1 器具棚 1 55,650 55,650

26 H12.6.1 コンベクションオーブン 1 406,350 406,350

27 H12.6.1 置き台 1 51,450 51,450

28 H12.6.1 一層シンク 1 122,850 122,850

5,703,600



No. 取得年月日 品　　　名 メーカー 規　　　格 寸　　　法 数　量 単　価 金　額 備　考

29 H12.6.1 炊飯台 1 68,250 68,250

30 H12.6.1 吊戸棚 1 65,100 65,100

31 H12.6.1 盛付台 2 123,900 247,800

32 H12.6.1 ソイルドテーブル 1 187,950 187,950

33 H12.6.1 ボックスタイプ洗浄機 1 887,250 887,250

34 H12.6.1 クリーンテーブル 1 85,050 85,050

35 H12.6.1 ラック棚 1 51,450 51,450

36 H12.6.1 ラック棚 1 26,250 26,250

37 H12.6.1 食器消毒保管機 1 444,150 444,150

38 H12.6.1 配膳車 2 226,800 453,600

39 H12.6.1 脇台 1 32,550 32,550

40 H12.6.1 生ゴミ処理機 1 59,850 59,850

41 H12.6.1 食材棚 1 87,150 87,150

42 H12.6.1 倉庫戸棚 1 196,350 196,350

43 H12.6.1 水切台 1 59,850 59,850

44 H12.6.1 作業台 1 38,850 38,850

45 H12.6.1 移動台 1 52,500 52,500

46 H12.6.1 厨房機器搬入設備費 1 762,300 762,300

3,806,250

9,509,850



No. 取得年月日 品　　　名 メーカー 規　　　格 寸　　　法 数　量 単　価 金　額 備　考

1 H13.5.17 ワゴン UTSI 461×759×928 1 53,000 53,000 厨房・検収室

2 H12.6.29 ワゴン 日本教材 21-1502 1 6,500 6,500

3 H12.6.16 掃除用具ロッカー コクヨ CLK-50FI 1 26,000 26,000

4 H12.6.29 ホワイトボード コクヨ FB-152WD 1 4,500 4,500

5 H12.6.29 上皿自動秤 12kg 1 5,400 5,400

6 H12.6.29 ミードDX 21-5026-2 1kg 1 5,500 5,500 秤

7 H12.6.29 ステップ ウチダ 1-356-2201 2型 1 16,000 16,000

8 H12.6.16 小物干し器 1 10,500 10,500

9 H12.6.16 タオル干し ヤガミ 09825 TD-60 670×920×800 1 5,600 5,600

10 H14.12.26 ジューサーミキサー 東芝 MXW10GM 1 10,000 10,000

11 H14.12.26 ｼﾞｭｰｻｰﾐｷｻｰ用ボトル 東芝 4 3,000 12,000

12 H13.5.17 バーミックスプロフィ プロモデル 1 28,000 28,000

13 H13.5.17 ホットプレート CPJ G130 1 11,800 11,800

14 H12.6.16 一人掛いす オリバー RC-3022 ナチュラル 390×400×850 1 19,950 19,950

15 H13.5.17 揚げ物用鍋 1 3,300 3,300

16 H25.11.12 食器洗浄機 1 625,800 625,800

843,850



No. 取得年月日 品　　　名 メーカー 規　　　格 寸　　　法 数量 単　価 金　額 備　考

1 H12.6.16 傘立て オリバー OA-280-PR 580×260×500 1 14,500 14,500 風除室

2 H12.6.16 長いす 3 病院より

3 H12.6.16 一人掛いす LION No.136 470×470×400 2 14,500 29,000

4 H12.6.16 歩行補助器 酒井医療 SPR-373 黄色 1 45,500 45,500

5 H15.10.15 歩行補助器 酒井医療 ハッピー 1 20,860 20,860

6 H14.9.6 歩行補助器 1 病院より

7 H15.3.10 歩行補助器 1 寄贈

8 H17.2.1 歩行補助器 ハッピーⅡ 2 21,745 45,683

9 H12.6.16 車椅子 酒井医療 SPR-3973 63×100×84 5 60,000 300,000

10 H15.9.30 車椅子 2 寄贈

455,543

1 H12.6.16 軽量ラック コクヨ MI-6355 900×450×1800 2 21,000 42,000 倉庫

2 H12.6.16 掃除用ロッカー コクヨ CLK-50F1 1 25,000 25,000

3 H14.3.26 業務用掃除機 日立 CV-G2 1 30,400 30,400

4 H12.6.16 脚立 コクヨ SP-C33 486×645×791 1 8,200 8,200

5 H12.6.16 担架 ヤガミ 49063 NK-1-AW 540×2250 1 23,400 23,400

6 H12.6.16 担架収納ケース ヤガミ 08111SHC-1 1 39,100 39,100

7 H12.6.16 手指消毒器 酒井医療 TEK-101A 282×191×480 1 71,300 71,300

8 H12.6.16 台車 1 10,500 10,500

249,900


